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協議第３７号資料 

 
 
 

「「そそのの他他のの福福祉祉事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 
 

遺 族 団 体 事 業 補 助 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
戦 争 犠 牲 者 追 悼 式 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 
特 定 疾 患 者 援 護 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 
原 子 爆 弾 被 爆 者 援 護 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 
災 害 援 護 関 係 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ～ ８ 
ふ れ あ い の ま ち づ く り 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 
地 域 福 祉 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 
社 会 福 祉 協 議 会 運 営 補 助 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・１１～１２ 
障 害 者 小 規 模 作 業 所 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
福 祉 資 金 貸 付 金 利 子 補 給 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 
紙 お む つ 給 付 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 
福 祉 タ ク シ ー 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１７ 
福 祉 電 話 等 貸 与 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 
介 護 見 舞 金 支 給 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 
緊 急 通 報 装 置 貸 与 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 
住 宅 改 造 助 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 
福 祉 金 等 支 給 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２３ 
寝 た き り 高 齢 者 等 寝 具 乾 燥 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 
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１　遺族会事業補 （補助団体名） 　該当なし。
　　助 　　　財団法人高松市遺族会

（補助対象事業）

（補助額・率）
年額５６７，０００円
柱数　1,952柱

２　日本戦災遺族 （補助団体名） 　該当なし。
　　会事業補助 社団法人日本戦災遺族会香川県支部

（補助対象事業）

（補助額・率）
年額２０９，０００円

３　地区遺族会補 （補助団体名） （補助団体名）
　　助 地区遺族会（２５地区） 地区遺族会（２地区）

（補助対象事業） （補助対象事業）
各地区における戦没者の慰霊祭 高松市と同じ。

（補助額・率） （補助額・率）
１地区当り　柱数×＠２５０＋２０，０００円 由佐遺族会　　５０，０００円　　１１７柱　

池西遺族会　　５０，０００円　　１０４柱

問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

戦没者の慰霊行事、援護相談事業などの
年間活動事業

戦災犠牲者慰霊祭、遺族相互の交流など
の年間活動事業

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 遺族団体事業補助

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

　香南町では、遺族会事業補助及び日本
戦災遺族会事業補助を実施していない。

　香南町の地区遺族会については、高松
市の地区遺族会として取り扱うものとする。
　香南町の地区遺族会については、財団
法人高松市遺族会への加入を促す。
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１　内容 　　戦争犠牲者の冥福を祈るため、市主催の追悼式 　　戦争犠牲者の冥福を祈るため、町主催の追悼式
　を開催するもの。 　を開催するもの。

２　開催日及び （開催日） （開催日）
　　場所 　　毎年１０月中旬（平成１６年度は１０月１３日） 　　毎年９月中旬

（場所） （場所）
　　高松市文化芸術ホール 　　 香南町中央公民館

（平成１５年度までは高松市立市民会館）

３　対象者 太平洋戦争陸海軍犠牲者　
市内の戦災犠牲者
市外の戦災犠牲者
外地犠牲者

計
参列者　　約８００人 参列者　１２０人　

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

6,751柱
1,359柱

46柱

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

8,834柱

分　　　　類 戦争犠牲者追悼式

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

678柱

　香南町戦災犠牲者及び外地犠牲者　　２２１柱
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１　委員数（定数） 　　６５６人（うち主任児童委員６８人） 　　１８人（うち主任児童委員２人）

２　地区数 　　３４地区 　　１地区

３　活動費 　・委員活動費（１人当たり）　　年額１２０，６００円 　・委員活動費（１人当たり）　　年額７３，０００円
　・会長活動費（１人当たり）　　年額１２，０００円 　・会長活動費（１人当たり）　　年額　８，０００円
　・地区協議会開催経費等（１地区当たり） 　・協議会開催経費等　　実費を支給

年額＠６，５００×委員数
　・地区協議会活動費等（１地区当たり） 　・協議会活動費等　　実費を支給

年額＠５，９０５×委員数＋３０，０００円

４　研修事業 　・県内で実施される研修事業 　・県内で実施される研修事業
香川県民生委員児童委員協議会連合会に委託

　・県外で実施される研修への派遣
香川県社会福祉協議会に委託 　・県外で実施される研修への派遣

５　民生委員推薦 　・委員定数　　　１４人 　・委員　７名
　　会 　・委員報酬　　＠６，７００　　 　・委員報酬　　＠７，７００

　・任期　　Ｈ１６．１０．１～Ｈ１９．９．３０ 　・任期　Ｈ１６．１０．１～Ｈ．１９．９．３０

６　地区民生委員 　・準備会　　３４地区 　該当なし。
　　推薦準備会 　・委員数　　１４人以内

　・準備会開催経費交付金　１，０００円×委員数
　・任期　Ｈ１６．９．１～Ｈ１９．８．３０

※委員数の決定基準
　中核市及び人口１０万人以上の市に係る国の定数
基準（１７０～３６０世帯ごとに民生委員・児童委員を１
人）を踏まえ、地域性も考慮する中で、委員数を決定

※委員数の決定基準
　町村に係る国の定数基準（７０～２００世帯ごとに民
生委員・児童委員を１人）を踏まえ、委員数を決定

・高松市の制度に統一した場合、香南町地
区の民生委員が減員となる場合がある。
・活動費に差異がある。
・民生委員推薦会の委員報酬等に差異が
ある。
・香南町では、地区民生委員推薦準備会が
組織されていない。

・高松市の制度に統一する。
・香南町地区の民生委員数については、現
行のとおりとする。
・香南町民生委員推薦会は、高松市の地
区民生委員推薦準備会として取り扱う。

対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

香川県民生委員児童委員協議会連合会と木
田・香川地区協議会連合会に委託

香川県社会福祉協議会と木田・香川地区協議
会連合会に委託

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 民生委員・児童委員活動事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　内容 　該当なし。

２　対象者要件

②　当該年度の市民税が非課税または均等割のみの者
③　市内に引き続き１年以上居住している者

　　上記①～③の要件を全て満たしている者

３　支給額等 　　患者１人につき年額１０，０００円

分　　　　類 特定疾患者援護事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度を適用する。

調　　　　　　整　　　　　　案

①　国の治療研究事業対象（４５疾患）、県単独の治療
研究事業対象（６疾患）の疾患に罹患している者

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　原因が不明であって治療方法が確定していない、いわ
ゆる難病のうち、特定の疾患に罹患している者に対し、
援護金を支給することにより、福祉の増進を図る。

問　　題　　点　　・　　課　　題
　香南町では、特定疾患者援護事業を実
施していない。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度を適用する。
　ただし、居住要件については、合併時に
香南町地域に引き続き住所を有する期間
を通算して取り扱うものとする。
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１　援護金 （対象者要件） （対象者要件）

（支給額） （支給額）
　　　年額　１５，０００円／人 　　　年額　１０，０００円／人

２　死亡弔慰金 （対象者要件） （対象者要件）

（支給額） （支給額）
　　　１５，０００円／人 　　　１０，０００円／人

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 原子爆弾被爆者援護事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

①被爆者健康手帳の交付を受けている者
②市内に引き続き１年以上居住している者

　援護金支給対象者が死亡した場合、その者の葬祭
を行った者

　援護金及び死亡弔慰金の支給額に差異
がある。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
　ただし、居住要件については、合併時に
香南町地域に引き続き住所を有する期間
を通算して取り扱うものとする。

　高松市と同じ。

　高松市と同じ。
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１　災害時緊急物 （内容） 　該当なし。
　　資備蓄事業

（備蓄状況）
①備蓄数量　 想定被災者数７，０００人
②備蓄期間 平成15～19年度
③備蓄物資

④備蓄場所

２　災害弔慰金 （内容） 　高松市と同じ。

（弔慰金額）
　生計維持者・・５００万円
　その他の者・・２５０万円

３　災害障害見舞 （内容） 　高松市と同じ。
　　金

（見舞金額）
　生計維持者・・２５０万円
　その他の者・・１２５万円

４　災害援護資金 （内容） 　高松市と同じ。
　　貸付

（貸付額／例）
　住居の全壊・・２５０万円～３５０万円
　住居の半壊・・１７０万円～２７０万円
（金利）
　年３パーセント（据置期間中は無利子）
（償還方法等）
　年賦または半年賦，元利均等償還。１０年

　対象災害により、住居等に被害を受けた世帯に再
建のための資金を貸し付ける。

　大規模災害発生時に、被災者及び避難者に対し、
物資の流通が回復するまでの初期対応として緊急物
資を備蓄する。

毛布、タオル、おむつ、アルファ米、レ
トルト食品、飲料水、食器セットなど

小学校体育館１６箇所、保健所、保健
センター

　対象災害となる災害で死亡した場合に、その遺族
に対し災害弔慰金を支給する。

　対象災害により負傷し、または疾病にかかり治った
ときに、法に定める程度の障害がある者に対し、災害
障害見舞金を支給する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 災害援護関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

・香南町では、災害時緊急物資備蓄事業を
実施していない。
・香南町では、小規模災害弔慰金及び小
規模災害見舞金を支給していない。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策
　高松市の制度に統一する。
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５　小規模災害弔 （内容） 　該当なし。
　　慰金

（弔慰金額）
　１人当たり１００，０００円

６　小規模災害見 （内容） 　該当なし。
　　舞金

（見舞金額）
住居の全損・・１世帯当たり５０，０００円
住居の半損・・１世帯当たり３０，０００円
１ヶ月以上の負傷・・１人当たり２０，０００円

　災害救助法の対象とならない小規模な災害により
死亡した場合に弔慰金を支給する。

　災害救助法の対象とならない小規模な災害により、
住居の全損、半損または１ヶ月以上の負傷をした者
に対し見舞金を支給する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

２４－９　その他の福祉事業

分　　　　類 災害援護関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

健　康　福　祉部　 会 　名
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１　目的 　該当なし。

２　事業内容 　ふれあい相談センターの設置

・総合相談・・年３回（専門委員による相談）
・弁護士相談・・月１回（弁護士による相談）
・一般相談・・毎週月・水・金

　社協広報誌「福祉だより」の発行
　福祉協力校の指定

３　実施主体 　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会

４　経費負担 　事業費２，５５０，０００円
　 市補助金 ５００千円

県社協 ８００千円
市社協 １，２５０千円

広く住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、
適切な助言・指導を行い、その福祉の向上を図
るため、高松市社会福祉協議会内に相談セン
ターを設置している。

　高松市の制度を適用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類

　地域において様々な人々が交流し、助け合うととも
に、関係機関や社会資源が有機的に連携することに
より、高齢者、障害者、児童・青少年等に対し、地域
に即した創意と工夫を行った福祉サービスを提供す
るとともに、それらを永続的かつ自主的に提供する体
制の整備を図る。

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

ふれあいのまちづくり事業
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１　計画の概要等 　該当なし。
　※策定を検討中

２　推進体制 ・庁内組織・・地域コミュニティづくり推進本部

・策定組織・・地域福祉計画策定委員会
　　（公募委員２人を含む１５人）

３　策定スケジュー ・Ｈ１５．８ 計画策定要領の承認
　　ル ・Ｈ１５．１０ 市民意識調査を実施

・Ｈ１６．１ 地域福祉計画策定委員会の設置
・Ｈ１７．２ パブリックコメントの実施
・Ｈ１７．３ 計画決定の予定

　「自助・公助・共助」の各種施策・活動の協働によ
り、生活課題を解決し、誰もが住み慣れた地域でそ
の人らしい安心のある生活をおくることができる地域
社会の実現を目指し、平成１６年度末を目途に計画
の策定を行っている。

問　　題　　点　　・　　課　　題
　香南町では、地域福祉計画の策定を検討
中である。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 地域福祉計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度を適用する。
調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度を適用する。
　なお、高松市の地域福祉計画の見直し時
において、香南町地域を含めた計画に改
訂するものとする。
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１　目的  高松市と同じ。

２　補助対象団体

３　補助内容

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、香南町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
合併時までに調整する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの社
会福祉協議会のみ設置できることとなってい
る。

　社会福祉協議会への補助内容等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、香南町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
両市町の社会福祉協議会の協議を踏まえ、
合併時までに調整する。

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課
③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

①名称
　　社会福祉法人　香南町社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長１人、理事　9人（会長、副会長
　　を含む）、評議員　29人
　　事務局⇒事務局長、職員　２人　、
　　　　　　　　介護保険事業等職員（ケアマネージャ
　　　　　　　　４人、ヘルパー２人、その他２人）
③活動内容
　・介護保険事業
　・支援費事業
　・社協自主事業（訪問介護事業、福祉用具貸与事
業、デイサービス事業等）

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体予
　　算に対する介護保険事業の割合に応じて補助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助
②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

①運営補助
　・人件費補助
　　職員２人分を全額補助
　・事務局経費補助
　　全額補助
　・福祉センター建設費・管理費・償還金利息補助

②事業補助
　・ボランティア活動推進事業補助
　・訪問介護事業補助

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業
・精神障害者ホームヘルプサービス事業
・難病患者等ホームヘルプサービス事業
・敬老会事業
・老人介護支援センター事業
・在宅介護者支援事業
・福祉電話架設対象者連絡サービス業務
・老人と地域の交流事業

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

対　　　　　　応　　　　　　策

香　　　　　　　南　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

・訪問介護事業
・居宅介護支援事業
・老人介護支援センター事業
・通所介護事業
・敬老事業
・ふれあいサロン事業
・給食サービス事業
・福祉電話事業
・福祉団体育成事業
・心配ごと相談事業
・共同募金事業
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１　身体障害者 （内容）
　　小規模作業所 　　雇用されることの困難な身体障害者を通所させて
　　助成事業 　必要な訓練を行い、かつ就労の機会を提供する小

　規模作業所に、運営費の補助を行う。
（助成額）
　対象施設　７施設　補助実績７０，１６０千円
　　（平成１５年度実績）

２　知的障害者 （内容）
　　小規模作業所 　　雇用されることの困難な知的障害者を通所させて
　　助成事業 　必要な訓練を行い、かつ就労の機会を提供する小

　規模作業所に、運営費の補助を行う。
（助成額）
　対象施設　９施設　補助実績８２，０６７千円
　　（平成１５年度実績）

３　精神障害者 （内容） 　該当なし。
　　小規模作業所 　　雇用されることの困難な精神障害者を通所させて
　　助成事業 　必要な訓練を行い、かつ社会復帰の促進を図る小

　規模作業所に、運営費の補助を行う。
（助成額） 　高松市の制度を適用する。
　対象施設　２施設　補助実績９，４００千円
　　（平成１５年度実績）

　該当なし。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　該当なし。

分　　　　類 障害者小規模作業所助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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（内容）

(利子補給件数)
平成１５年度実績　：１２件

（内容） 　該当なし。
　　母子・寡婦福祉資金の借受者に対し、償還利子
　相当額を補給する。

(利子補給件数)
平成１５年度実績　：１９件

　高松市の制度を適用する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　該当なし。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 福祉資金貸付金利子補給事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　香川県社会福祉協議会が事業主体となり実施して
いる生活福祉資金貸付事業の借受者のうち、障害者
のみが借り受けできる資金の借受者に対し、償還利
子相当額を補給する。

１　障害者生活福
　　祉資金貸付金
　　利子補給事業

２　母子・寡婦福
　　祉資金貸付金
　　利子補給事業
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（対象者）

（所得要件）

　生計中心者の前年分所得が８００万円以下の者
（給付方法等）
　　１月６０枚の紙おむつを給付
　　（２カ月毎に、契約業者が配達）
（登録人数）
　平成１５年度：１９２人
（対象者） （対象者）

（所得要件） （所得要件）

　生計中心者の前年分所得が８００万円以下の者 なし
（給付方法等） （給付方法等）

（登録人数）
　平成１５年度：１，９１３人

（登録人数）
　平成１５年度：２7人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 紙おむつ給付事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
１　心身障害者
　　（児）紙おむ
　　つ給付事業

２　寝たきり高齢者
　　等紙おむつ給
　　付事業

　市内に住所を有する３歳～６４歳の身体障害者手
帳１級（下肢、体幹、内部）または療育手帳の所持
で、概ね６カ月以上寝たきりでおむつを必要とする者

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併時に香南町地域において給
付を受けている６カ月未満の寝たきり高齢
者等については、合併後も給付するものと
する。

　市内に住所を有する６５歳以上の高齢者で、６カ月
以上寝たきりまたは痴呆の状態にあり、おむつを必
要とする者

　町民税非課税世帯に対しては、７５，０００円の範囲
内の希望の介護用品を給付(保健センター付で受
領）
　町民税課税世帯に対しては、３７，５００円の範囲内
で介護用品購入額の５０％を助成

　高松市の制度に統一する。
　ただし、合併時に香南町地域において給
付を受けている６カ月未満の寝たきり高齢
者等については、合併後も給付するものと
する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案　１月にパンツタイプに換算して６０枚の紙おむつを
給付（２カ月毎に契約業者が配達）

　要介護４又は５と判定された在宅の高齢者を現に
介護している家族

　該当なし。 ・香南町では、心身障害者（児）紙おむつ
給付事業を実施していない。
・寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業の対
象者、所得要件及び給付方法等に差異が
ある。
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（目的）

（助成対象者）
　・身体障害者手帳１級及び２級の者
　・療育手帳及びＡの者
　・常時車いすを使用している者
　・精神障害者保健福祉手帳１級及び２級の者

（助成内容）
　１枚５００円（精神障害は550円、車椅子は＋500円）
のチケットを年間３０枚または１５枚交付する。

　１５枚　⇒上記以外の者

（助成方法）

　高松市の制度を適用する。

（助成実績）
　３，４００人　（平成１５年度）

１　障害者
　　福祉タクシー
　　助成事業

調　　　　　　整　　　　　　案

※３０枚⇒身体障害者手帳１級、療育手帳、車椅
　　　　　　子、精神障害者保健福祉手帳１級

　利用者はタクシー料金を支払う際に市から交付さ
れた福祉タクシー券を渡し、助成額を差し引いた料
金を支払う。（市は回収されたタクシー券の枚数に応
じ、タクシー協会等に支払う。）

　該当なし。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　障害者が社会生活上、外出する必要が生じる場合
に、タクシー料金の一部を助成することにより、障害
者の社会参加の促進を図る。

分　　　　類 福祉タクシー事業
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（目的） 　該当なし。
　

（助成対象者）

（助成内容）
　年間１５枚交付する。
　（１枚当たり法人タクシー550円、個人タクシー540円
　身体障害者手帳・療育手帳所持者500円）

（助成方法）

（助成実績）
　２，０９８人　（平成１５年度）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 福祉タクシー事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　６５歳以上で要介護認定（要介護１～５）を受けてい
る市民税非課税の在宅の高齢者

調　　　　　　整　　　　　　案

　外出することが難しい在宅高齢者に、タクシー料金
の一部を助成することにより、高齢者の外出支援を
図る。

２　高齢者
　　福祉タクシー
　　助成事業

　利用者はタクシー料金を支払う際に市から交付さ
れた福祉タクシー券を渡し、助成額を差し引いた料
金を支払う。（市は回収されたタクシー券の枚数に応
じ、タクシー協会等に支払う。）
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１　障害者福祉電 （内容）
　　話等貸与事業 　　市内に住所を有する所得税を課されていない電

　話未所有で、ひとり暮らしの外出困難な重度障害
　者または難聴者に対して、電話またはファクシミリ
　の貸与を行う。
（実施主体）
　高松市
（貸与台数）
　平成１５年度：１２台

２　高齢者福祉電 （内容） （内容）
　　話等貸与事業 　　市内に住所を有する所得税を課されていない電 　高松市の制度に統一する。

　話未所有で、おおむね６５歳以上のひとり暮らしの
　高齢者等に対して電話の貸与を行う。
（実施主体） （実施主体）

　高松市 　香南町社会福祉協議会
（貸与台数） （貸与台数）
　平成１５年度：１８４台 　平成１５年度：２台

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
　該当なし。 ・香南町では、障害者福祉電話等貸与事

業を実施していない。
・高齢者福祉電話等貸与事業について、実
施主体に差異がある。

　　町内に住所を有するひとり暮らし高齢者等で自力
　で、電話を所有することが困難な高齢者等に対し
　て、電話の貸与を行う。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 福祉電話等貸与事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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（内容）

（居住要件）
　　市内に１年以上住所を有する者
（所得要件）
　　生計中心者の前年分所得が８００万円以下
（支給額）
　　月額６，０００円
(支給実績)

平成１５年度：１73人
　在宅寝たきり・痴呆性高齢者介護見舞金 　家族介護慰労金
（内容） （内容）

（居住要件） （居住要件）
　　市内に１年以上住所を有する者 　　町内に住所を有する者
（所得要件） （所得要件）
　　生計中心者の前年分所得が８００万円以下 　　町民税非課税世帯
（支給額） （支給額）
　　月額６，０００円 　　年額１０万円
(支給実績) （支給実績）

平成１５年度：８９２人 　　平成１５年度：０人

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　該当なし。 ・香南町では在宅重度障害者介護見舞金
支給事業を実施していない。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
　ただし、居住要件については、合併時に
香南町地域に引き続き住所を有する期間
を通算して取り扱うものとする。

・在宅寝たきり・痴呆性高齢者介護見舞金
支給事業について、内容、居住要件、所得
要件及び支給額に差異がある。

　要援護高齢者等（要介護認定４または５と判定さ
れ、１年間介護保険のサービス（年間１週間程度の
ショートステイの利用は除く。）を受けなかった、過去
においておおむね３ヶ月以上の長期入院をしていな
い、町民税非課税世帯の在宅の者）を常時介護して
いる者（要援護高齢者等と同居する者で、在宅で介
護している者）に慰労金を支給する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

２　在宅寝たきり・
　　痴呆性高齢者
　　介護見舞金支
　　給事業

　身体障害者手帳１級及び２級を所持し日常生活動
作評価表８点以上、療育手帳及びＡまたは、精神
障害者保健福祉手帳１級を所持し日常生活能力判
定表１２点以上の２０歳～６４歳の在宅重度障害者を
常時介護している者に対し、介護見舞金を支給す
る。

１　在宅重度障害
　　者介護見舞金
　　支給事業

　６５歳以上の在宅の寝たきり・痴呆性高齢者を介護
している家族に対し、介護見舞金を支給する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 介護見舞金支給事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　身体障害者 （対象者）
　　緊急通報装置 　市内に住所を有するひとり暮らし重度身体障害者
　　貸与等事業 （内容）

　緊急通報装置の貸与または給付
（通報システム）
　消防局通報方式
　※通報→消防局→（安否確認）→出動
　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　協力者へ連絡→関係者へ連絡
（貸与台数）

１５台（平成15年度末現在）

２　高齢者緊急 （対象者） （対象者）
　　通報装置貸 　　おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者 　　高松市と同じ。
　　与等事業

（内容） （内容）
　緊急通報装置の貸与または給付 　緊急通報装置の貸与
（通報システム） （通報システム）
　消防局通報方式 　安全センター通報方式
　※通報→消防局→（安否確認）→出動 　※通報→安全センター→（安否確認）→出動要請
　　　　　　　　　　　　　　↓ 　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　　　協力者へ連絡→関係者へ連絡 　　　　　　　　必要に応じ協力者へ確認依頼
（貸与台数） （貸与台数）

１，５８０台（平成15年度末現在） １９台（平成15年度末現在）

（給付台数）
１１２台（平成15年度末現在）

分　　　　類 緊急通報装置貸与等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

・香南町では、身体障害者緊急通報装置
貸与等事業を実施していない。
・高齢者緊急通報装置貸与等事業につい
て、内容及び通報システムに差異がある。

問　　題　　点　　・　　課　　題
　該当なし。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　ただし、香南町地域における通報システ
ムについては、当分の間、現行のとおりとす
る。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域における通報システ
ムについては、当分の間、現行のとおりとす
る。

　高松市の制度に統一する。
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１　内容

２　対象者　 ・65歳以上で寝たきりまたは準寝たきり状態の者 ・65歳以上で介護を必要とする者

・その他市長が特に必要と認める者 ・その他町長が特に必要と認める者

３　居住要件 　市内に１年以上住所を有する者 　町内に１年以上住所を有する者 　高松市の制度に統一する。

４　所得要件 　生計中心者の前年所得が500万円以下 　生計中心者の前年所得が800万円以下

５　対象工事 　改造工事 　高松市と同じ。
　※新築・増築または全面的な改築工事を除く

６　助成金額等 　・生活保護世帯、所得税非課税世帯： 　・改造箇所ごとの基準額の80％
　　→対象工事費用の3/4の額(限度額750千円) 　　(限度額1,000千円)
　・その他の世帯 　高松市の制度に統一する。
　　→対象工事費用の1/2の額(限度額500千円)

７　助成実績 ・高齢者171件 ・高齢者　　8件
・障害者　23件 ・障害者　　0件
　　（平成１５年度実績） 　　（平成１５年度実績）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 住宅改造助成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　身体が虚弱な高齢者または重度障害者の自立を
助長するため、自宅を改造する場合に、住宅改造費
の一部を助成する。

・視覚または肢体の身体障害者手帳1～2級もしくは
療育手帳・Aの障害者

・身体障害者手帳1～3級の交付を受け介護を必要と
する者

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　身体が虚弱な高齢者または重度障害者と同居する
世帯に対し高齢者、障害者の自立を助長するととも
に、介護者の負担の軽減を図るため、自宅を改造す
る場合に、住宅改造費の一部を助成する。

　対象者、所得要件及び助成金額等に差
異がある。

　ただし、居住要件については、合併時に
香南町地域に引き続き住所を有する期間
を通算して取り扱うものとする。
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１　内容

２　福祉金等の (１)　敬老祝金 (１)　老齢年金
　　種別 (２)　障害者福祉金 (２)　身体障害者年金

(３)　障害児福祉金 (３)　障害児福祉年金
(４)　母子家庭児等福祉金 (４)　児童福祉年金

３　支給額・支給 (１)　敬老祝金 (１)　老齢年金
　　実績 ７７歳　  　　年額１０，０００円（２，８０７人） 月額　　２，５００円（年額30，000円）（０人）

８８歳 　 　　年額２０，０００円（７９１人）
９９歳以上　年額３０，０００円（９１人）

(２)　障害者福祉金 (２)　身体障害者年金
年額１５，０００円（８，４２８人） １級　　　月額３，４００円（年額40，800円）（１人）

２級　  　月額２，７００円（年額32，400円）（０人）
３級　　  月額２，２００円（年額26，400円）（２人）

(３)　障害児福祉金 (３)　障害児福祉年金
年額２０，０００円（５０２人） 身体１級～３級

知的～
　 精神１級・２級

(４)　母子家庭児等福祉金 (４)　児童福祉年金
年額１５，０００円（３，６０４人） 　両親喪失者　月額３，４００円（年額40,800円）(０人)

　片親喪失者　月額２，２００円（年額26,400円）(５人)

※平成15年度実績 ※平成15年度実績
４　居住要件 　市内に１年以上住所を有する者 　町内に１年以上住所を有する者

５　所得等要件 　該当なし。 　公的年金・手当受給者を除く

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域の児童福祉年金の現
受給者のうち、合併後に対象者の要件を欠
くこととなる者については、香南町の制度に
おける年齢要件を適用し、対象者とみなす
ものとする。

　高齢者、障害児、身体障害者及び児童福祉施策を
必要とする児童に対して福祉年金を支給することに
より、社会福祉の増進を図る。

問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域の児童福祉年金の現
受給者のうち、合併後に対象者の要件を欠
くこととなる者については、香南町の制度に
おける年齢要件を適用し、対象者とみなす
ものとする。
 また、居住要件については、合併時に香
南町地域に引き続き住所を有する期間を
通算して取り扱うものとする。

月額２，２００円(年額26,400
円)(１人）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 福祉金等支給事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　高齢者、障害者、障害児及び母子家庭児等に対
し、市民福祉金を支給することにより福祉の増進を図
る。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　対象者、所得等要件及び支給金額に差
異がある。
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６　対象者要件 (１)　敬老祝金 (１)　老齢年金
７７歳，８８歳，９９歳以上の者

(２)　障害者福祉金 (２)　身体障害者年金
　・身体障害者手帳所持者　１～３級の者 　　　身体障害者手帳所持者　１～３級の者
　・療育手帳所持者　　　　、A、の者
　・精神障害者保健福祉手帳所持者　1～2級の者
(３)　障害児福祉金 (３)　障害児福祉年金

・身体障害者手帳所持者１～３級で２０歳未満の者 　　高松市と同じ。
　・療育手帳所持者、A、で２０歳未満の者
　・精神障害者保健福祉手帳所持者1～2級で２０歳
　　未満の者
(４)　母子家庭児等福祉金 (４)　児童福祉年金

対　　　　　　応　　　　　　策

両親または片親を交通事故などにより失った満
１８歳未満の遺児

部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 福祉金等支給事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　・父母又はそのいずれかが死亡もしくは３年以上生
　　死が明らかでない義務教育終了前の者

　・児童扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当の
　　支給を現に受けている母又は養育者の監護・養
　　育を受けている義務教育終了前の者

満７５歳以上の者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業
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１　対象者

２　事業内容 　　乾燥消毒または水洗いを月１回実施（水洗いは年 　　乾燥消毒または水洗いを年２回まで

　４回まで） 　　１回当たり掛ふとん１枚、敷ふとん１枚、毛布１枚

　　１回当たり掛ふとん２枚、敷ふとん１枚、毛布１枚 　の３点または掛ふとん１枚、敷ふとん１枚、毛布１

　枚、マットレス１枚の４点

　高松市の制度に統一する。

３　費用負担 　市　　　　　全額 　町 　利用者負担を除いた額

　利用者　　なし 　利用者 　掛ふとん、敷ふとん、毛布：６００円

　掛ふとん、敷ふとん、毛布、

　マットレス：１，０００円

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 寝たきり高齢者等寝具乾燥等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　対象者、事業内容及び費用負担に差異
がある。

　おおむね６５歳以上の寝たきり高齢者で、市民税非
課税世帯の者

　おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世
帯及びこれに準ずる身体障害者であって、老衰、心
身の障害等により衛生管理が困難な者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題
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 協議第３９号資料 
 
 
 

「「商商工工・・観観光光関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 
 

中 小 企 業 指 導 団 体 等 育 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・２７～２９ 

企 業 誘 致 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

中 小 企 業 等 融 資 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・３１～３２ 

計 量 検 査 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

勤 労 者 住 宅 融 資 資 金 貸 付 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

高 松 テ ル サ 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

観 光 振 興 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

観 光 イ ベ ン ト 振 興 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・３７～３８ 

観 光 協 会 等 の 育 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

観 光 施 設 運 営 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

地 域 交 流 施 設 運 営 等 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

自 然 歩 道 管 理 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

競 輪 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 
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６　審議会 （名称）
　高松市中小企業振興審議会
（委員構成）
　学識経験者から１０人以内

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町商工会に対する補助につ
いては、合併年度及びこれに続く３年度に
ついて、現行のとおり実施するものとする。

４　香川県生活衛
　　生協会事業補
　　助

５　高松職業安定
　　協会補助

　香川県生活衛生協会に対して、生活衛生業者の
知識向上、経営基盤の確立、労働力の確保等事業
のため助成する。

　該当なし。

　該当なし。　労働力確保対策や雇用促進事業を行っている高
松職業安定協会に補助金を交付している。

（名称）
　香南町商工業振興審議会
（委員構成）
　８人以内
　町議会議員（２人）、商工会役員（２人）、
　学識経験者（４人）

・商工会については、速やかな統合を促
す。
・香南町商工会に対する補助については、
合併年度及びこれに続く３年度について、
現行のとおり実施するものとする。
　なお、合併後において、県の補助制度の
動向や商工会の統合状況などを総合的に
勘案する中で、団体の活動に支障が生じな
いよう、適切な検討を行うものとする。
・香南町商工業振興審議会については、高
松市中小企業振興審議会に統合するもの
とする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

１　中小企業指導
　　団体補助

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 中小企業指導団体等育成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

・補助対象及び補助内容が異なる。
・審議会に差異がある。

　中小企業振興条例第６条の指定による７団体に同
施行規則第４条の規定により算定し、予算の範囲内
で助成を行っている。
◎高松商工会議所
◎高松市山田商工会
◎香川県中小企業団体中央会
◎高松市商店連盟
◎香川県漆器工業協同組合
◎高松たばこ販売協同組合
◎独立行政法人日本貿易振興機構香川貿易情報
   センター

　香南町商工業振興条例第３条、第４条の規定に基
づき、予算の範囲内で助成を行っている。

◎香南町商工会
　平成１５年度補助金額２，６００千円
　所在地　香南町大字由佐１４０２番地８
　会員数　１９０人（町内事業所数４４５：H１３年度現
在）
　職　 員　　３人（常勤）
◎高松たばこ販売協同組合

　香川県中小小売商団体連合会の中小小売業者に
対する振興業務に助成する。

　該当なし。２　香川県中小小
　　売商団体連合
　　会補助

３　高松生鮮三品
　　連絡協議会共
　　同事業補助

　高松食肉事業、高松青果商業、高松鮮魚で構成
する高松生鮮三品連絡協議会が開催する高松生鮮
三品まつりに対して消費拡大と業界の振興のため助
成する。

　該当なし。
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１　目的

２　加入対象

３　制度の仕組み

４　加入負担金 （入会金）
　無料

（掛金）
　従業員１人につき　５００円/月
　（ただし、事業主が２分の１を負担する。）

５　加入状況
　高松市の制度を適用する。

　常時雇用する従業員の数が３００人以下の中小企
業で、市内に主たる事業所を有する事業主

　事業主がすべての従業員を被共済者として加入
し、その者を対象に市が給付・貸付・福利の３事業を
実施している。

　高松市中小企業勤労者福祉共済条例に基づき実
施している。市内の中小企業の事業主と従業員が共
同し、市が協力して個々の企業では実施が困難な福
利厚生事業を行い、中小企業で働く従業員の福祉の
増進を図り、中小企業の振興に寄与する。

計

　該当なし。

7,763

125
210
17

266

1,148
1,869

279

803

建　 設　 業 1,546

2,921

製　 造　 業
卸 小 売 業
運輸通信業
サービス業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 中小企業勤労者福祉制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

（平成15年7月1日　現在）

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
業種 事業所（箇所） 従業員数（人）

185
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６　給付事業
（単位：円）

被共済者期間 5年
被共済者期間10年

被 共 済 者
配 偶 者

死
亡
弔
慰
金

永年勤続慰労金

1 親 等 の 血 族 の 者

種　　　　　　　　　　類

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
小 中 学 校 入 学 祝 金

30,000

傷
病
見
舞
金

50,000
10,000

100,000

100,000

行政制度等現況調書・調整方針

欠 勤 30 日 以 上
災 害 見 舞 金

10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満

勤 労 青 少 年 奨 学 金
技 能 修 得 奨 学 金

10,000

15,000
5,000

10,000

業 務 上
欠 勤 30 日 以 上
欠 勤 90 日 以 上

25 年 以 上

退職せん別金

業 務 外

5 年 以 上 10 年 未 満

20,000
10,000
20,000

給付金額

20,000
10,000
10,000

被 共 済 者 期 間
3 年 以 上 5 年 未 満

50,000
100,000
120,000

調　　　　　　整　　　　　　案
10,000

5,000

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

20,000被共済者期間20年

分　　　　類 中小企業勤労者福祉制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業
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７　貸付事業

８　福利事業

旅行事業 日帰りバス旅行（4コース）
泊旅行（4コース）

各種割引・助
成制度

スポーツ用具

等貸出事業

ﾌﾟｰﾙ、ﾃﾆｽｺｰﾄ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室、
ｵﾚﾝｼﾞﾊﾟｰｸ、ｽｹｰﾄ場、県民
ホール公演、塩江温泉入湯
所、映画館、人間ﾄﾞｯｸ受診、旅
行者ﾊﾟｯｸ、旅行、ﾚｼﾞｬｰ施設、
宿泊施設等

ソフトボール用具、キャンプ用
具

3.6% 3.0%

ガーデニング教室、洋菓子教
室、絵手紙教室、ネイルアート
教室、フラワーアレンジメント教
室、パッチワーク教室、トール
ペイント教室等

ヨーガ教室、ハワイアンダンス
教室、ボウリング大会、スキー
教室等

文化教養事
業

スポーツ・レ
ジャー事業

名称
資金使途

利率
償還期間

勤続5年以
上：600万円

勤続2～5年未満
：50万円

5年以上：70万円
限度額

香　　　　　　　南　　　　　　　町

２４－１２　商工・観光関係事業

問　　題　　点　　・　　課　　題

事　業　内　容事業名

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

普通貸付
生活資金

特別貸付
住宅資金

60か月以内 240か月以内

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

部　 会 　名 産　　　　業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 中小企業勤労者福祉制度

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目
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１　条例名 　高松市先端技術工場等立地促進条例

２　目的

３　対象業種
（助成企業の指定）

４　交付条件

５　奨励内容 　新設及び増設に対して賦課される固定資産税の年
額を奨励金として、3年間交付する。ただし、賦課され
る固定資産税の年額が500万円を超える場合は、500
万円を限度とする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　町内に事業所等を設置する企業に対して必要な措
置を講じ、産業の振興と雇用の増大を図ることにより、
住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

  環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ事
業所の設置が雇用の増大と住民の福祉の増進に寄
与するものと認められるもので、日本産業分類大分類
（農業、林業、漁業、鉱業、複合サービス業、公務を
除く）で分類される事業を行う企業。

対　　　　　　応　　　　　　策

   高松市の制度に統一する。
   ただし、合併時に香南町の企業設置奨
励条例に基づき、奨励金の交付を受けてい
る企業については、助成期間が満了するま
での間、現行の香南町の制度を適用するも
のとする。

・制度の内容に差異がある。
・高松市の制度に統一すると、合併時にお
いて、香南町地域の設置奨励金の交付企
業に対して、対策が必要となる。

   高松市の制度に統一する。
   ただし、合併時に香南町の企業設置奨
励条例に基づき、奨励金の交付を受けてい
る企業については、助成期間が満了するま
での間、現行の香南町の制度を適用するも
のとする。

  香南町企業設置奨励条例

調　　　　　　整　　　　　　案

１　先端技術工場＝1工場につき1億円
２　高度情報処理事業所＝1事業所当たり5,000万円
３　試験研究施設＝1施設当たり5,000万円
を限度額として補助を行う。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

条例で定める
　１　延べ面積
　２　投下固定資産額
　３　常用雇用者
　の条件を満たすものであること。

企業誘致推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

条例で定める
　１　延べ面積
　（新設：敷地面積3,000㎡以上で、建築延面積1,000
㎡以上）
　（増設：増設に係る建築延面積1,000㎡以上）
　２　常用雇用者
　（新設：新規雇用従業員10名以上）
　（増設：新規雇用従業員5名以上）
　の条件を満たすものであること。

分　　　　類

　先端技術工場、高度情報処理事業所及び試験研
究施設の立地を促進し、産業の高度化及び活性化
ならびに雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の
安定向上に寄与することを目的とする。

　環境保全について適切な措置が講ぜられ、市民生
活の安定向上に寄与すると認められる先端技術工
場、高度情報処理事業所、試験研究施設を設置・増
設する企業であること。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　審査機関 １　中小企業融資審査委員会
　該当なし。

２　同和対策小規模企業融資審査会
　　（委員）

同和対象地区の自治会長

２　中小企業融資

【小口資金】
〔資金使途〕 運転資金・設備資金
〔融資金額〕 ７００万円以内
【特別小口資金】
〔資金使途〕 運転資金・設備資金
〔融資金額〕 ５００万円以内
【開業資金】
〔資金使途〕 運転資金・設備資金
〔融資金額〕 ５００万円以内

　高松市の制度に統一する。
３　中小企業公害
　　防止施設整備

　　資金融資 〔資金使途〕 １．公害防止施設の設置または改善

　資金

２．移転資金（用地費は除く）

〔融資金額〕 １，０００万円以内

調　　　　　　整　　　　　　案

　中小企業融資条例に基づく県保証協会への預託金方
式による県・市町協調融資制度
【小口融資】
〔資金使途、融資金額、返済方法〕
　設備資金７００万円　７２ヶ月払い（６ヶ月据置）
　運転資金６５０万円　４８ヶ月払い（４ヶ月据置）
〔利息〕
　日歩２銭４厘以内
〔預託金〕
　９００万円

　中小企業公害防止施設整備資金融資規程に基づ
き資金融資をする。

　該当なし。

　中小企業融資規程に基づき事業資金を融資し、育
成振興を目的とする。

　高松市の制度に統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

１　中小企業融資審査委員会
　　　（委員構成）
　　　　町議会議員　２名、金融機関の役職員　１名
　　　　商工会代表　２名、町職員　１名

２　同和対策小規模企業融資審査委員会
　　　 (委員）
　　　　町議会議員　、金融機関の役職員
　　　　同和対策協議会委員　、町職員

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
・高松市では、中小企業融資審査委員会が
ない。
・中小企業融資の内容に差異がある。
・香南町では、中小企業公害防止施設整
備資金融資及び中小企業団体等融資を実
施していない。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 中小企業等融資制度



- 32 - 

４　同和対策小規
　　模企業融資

〔資金使途〕 運転資金・設備資金

〔融資金額〕 運転資金 ４００万円以内
設備資金 ４５０万円以内
設備近代化資金 ７００万円以内
開業資金 ３５０万円以内

５　中小企業団体 　該当なし。

　　等融資

〔資金使途〕 運転資金

〔融資金額〕 ５００万円以内

分　　　　類 中小企業等融資制度

　中小企業団体等融資対策資金制度要綱に基づき
事業協同組合に対し、資金融資し、育成振興を目的
とする。

　高松市と同じ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　同和対策小規模企業融資規程に基づき事業資金
等を融資し、育成振興を目的とする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

調 　　　　　整 　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策
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１　実施機関 　中核市として、高松市が実施 　香川県において、同様の業務を実施。

　高松市の制度を適用する。

・高松市の制度を適用するとともに、実施機
関を香川県から高松市に移行する。
・香南町地域における検査会場については、
住民サービスの低下を招かないよう、合併時
までに調整するものとする。

分　　　　類 計量検査事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
・実施機関に差異がある。
・合併した場合、香南町における検査会場を
検討する必要がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

１　検査時期
　　一般のはかり等は偶数年度の１０～１１月に西地
　区、奇数年度の１０～１１月に東地区で実施。１ｔ超
　の大型はかりは、全市域、偶数年度７月に実施。
２　検査件数等
　　西地区　５３８件　１，７５７台
　　東地区　４４５件　１，５９８台
　　大型はかり ６件　　　　１８台
　　（H１４・１５年度実績）
３　検査会場
　　地区公民館（駐車場を確保できない一部市街地
　では小学校・公園を使用）。

１　（参考）検査時期
　　一般のはかり等は２年に１回４月頃実施、大型は
　かりについては、香川県により直接実施。

２　検査件数等
　　　一般はかり等　４２件　１１８台
　　　大型はかり　　　 ３件　　　３台
　　（H１４年度実績）

３　検査会場
　　中央公民館　1ヶ所

２　特定計量器定
　　期検査事業
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１　住宅資金融資 （目的）

　高松市の制度を適用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
　該当なし。

　勤労者が高松市内に自らの居住するための住宅を
新築、増改築または住宅を購入した際に、利子資金
の還付を行う。
（融資限度額）　　　　６００万円
（還付額）
　融資額の０．１％、最高６，０００円を１回還付

分　　　　類 勤労者住宅融資資金貸付制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業
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１　施設概要 （名称） 　該当なし。

（所在地）
高松市屋島西町字新浜２３６６番地１

（建物構造）
鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付４階建

(敷地面積） 　　　１１，４６７．８６㎡
（建築面積） 　　　　４，１７０．０２㎡
（延床面積） 　　　１０，９９３．８３㎡

（施設内用）
・ホール （固定席５０６席・車いす席５）
・会議室（６）、文化教養室（４）、研修・視聴覚室（４）
・トレーニング・エクササイズ室（２）
・展示ホール
・宿泊室（洋室＝シングル１１室、ツイン８室）

　　（和室＝４室） 　高松市の制度を適用する。

（駐車場）
・鉄骨造り２階建て（２層３段自走式）
・２３０台収容

（管理運営）
・財団法人高松勤労者総合福祉振興協会へ委託

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２  商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 高松テルサ運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　高松テルサ（勤労者等に対して文化、教養、研修、
スポーツ等の場を提供し、もってその福祉の増進に
寄与する。）　　開館日　平成５年８月１日

※　テルサ＝「都市」の「勤労者」のための「リラック
ス」と「リフレッシュ」を目的とした「出会いの広がる」
「アメニティ」の意味

問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　目的 　２１世紀における本市のあるべき姿を展望し、観光   該当なし。
振興施策の方向を明らかにする。

２　策定年度 　平成１０年１１月

３　計画期間 　平成１０年度　～　平成２２年度

４　内容 　①策定の趣旨

  ②我が国の観光を取り巻く現状       
  ③観光の現状と課題        
  ④観光振興計画        
  ⑤計画推進の在り方 

　高松市の制度を適用する。
調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 観光振興計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　香南町では、観光振興計画を策定していな
い。

　観光振興計画については、合併後速やか
に、香南町地域を含めた計画に見直すものと
する。

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業
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１　事業の内容

分　　　　類 観光イベント振興事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・開催事業に差異がある。
・実施主体に差異がある。

  高松市の制度に統一する。
　香南町が実施している観光イベントへの
補助については、合併後も継続して行うも
のとする。

【さぬき高松まつり】
　（内容）
　市最大のまつりであるさぬき高松まつりの準備業
務・開催業務を担当している高松まつり振興会に対
して、補助金を支出している。
　（実施主体）
  高松まつり振興会
　（開催時期）
　8月12日～14日

【高松秋のまつり大名行列】
　（内容）
　高松市の四季を表す4大まつりの一つとして育成す
るとともに、高松南部地域の活性化に寄与するため
に、高松秋のまつり大名行列推進委員会に対して、
補助金を支出している。
　（実施主体）
　高松秋のまつり大名行列推進委員会
　（開催時期）
　10月の第3土、日曜日

【高松冬のまつり】
　（内容）
　クリスマス時期に、中央公園やメインストリートに電
飾を行い、中央公園では、ステージイベント等行って
おり、高松冬のまつり実行委員会に対して、補助金
を支出している。
　（実施主体）
　高松冬のまつり実行委員会
　（開催時期）
　12月下旬

・香南町が実施している観光イベントへの
補助については、合併後も継続して行うも
のとする。
・事業の実施方法等については、実施団体
の意向を尊重しながら、合併時までに調整
するものとする。

【ボンフェスティバルIN香南】
　（内容）
　町の活性化に寄与するため、地域のふれあい交流
イベントとして、毎年、ボンフェスティバルIN香南を開
催し、実行委員会に対して、補助金を支出している。
・盆踊り、アトラクション、各種バザー、花火大会等
　（実施主体）
  ボンフェスティバルIN香南実行委員会
　（開催時期）
　8月の第1日曜日
　（平成１５年度補助金額）
　2,000千円
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調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 観光イベント振興事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

【桃太郎まつり】
　（内容）
　鬼無桃太郎神社で毎年3月に開催され、鬼無観光
協会に対して、補助金を支出している。
　（実施主体）
　鬼無観光協会
　（開催時期）
　3月下旬の日曜日

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　観光協会等 （財）高松観光コンベンション・ビューロー 　該当なし。
（事業内容）

　該当なし。

○鬼ヶ島観光協会　○香西観光協会
○屋島山上観光協会　○綱敷観光協会
○弦打観光協会　○鬼無観光協会
○仏生山観光協会　○男木島観光協会
○三谷観光協会　○山田地区観光協会
（補助金額）

　高松市の制度を適用する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

①コンベンションの誘致及び主催者に対する支援
②観光客等の誘致及び受け入れ
③観光及びコンベンションの広報及び宣伝
④観光及びコンベンションの調査及び企画
⑤観光及びコンベンションに関する情報の収集及び
提供
（補助金額）
　 92,735,237円

分　　　　類 観光協会等の育成

調　　　　　　整　　　　　　案

　各地区の観光協会の年間事業に対して、補助金を
支出している。

２　地区観光協会
等

　各地区観光協会への運営事務補助として、年
180,000円を支出。ただし、屋島山上観光協会へは、
年775,000円を支出。

（補助金の支出先）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　観光案内所 （概要） 　該当なし。
　 　ＪＲ高松駅前のインフォメーションプラザにおいて、

観光案内及び宿泊案内を行っている。
（所在地）

高松市浜ノ町1番16号
（運営形態）
　委託
（委託先）

〔観光案内〕
(財) 高松観光コンベンション・ビューロー

（委託料）
3, 118,026円

高松市の制度を適用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

観光施設運営等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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１　地域交流施設 　該当なし。 【道の駅　香南楽湯】

（施設概要）
　・温泉施設 　・休憩スペース
　・レストラン 　・駐車場
　・売店 　

（営業時間） 　

　温泉施設　午前10時～午後10時 　

　売店等　　 午前9時30分～午後10時
（入浴料金）
　〔大人〕   700円
　〔65歳以上・障害者〕   500円
　〔小人〕   300円
　〔ひとっ風呂(50分間限定）〕  500円
（運営形態）
　第3セクターへ委託〔香南地域振興有限会社〕

分　　　　類 地域交流施設運営等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　「道の駅　香南楽湯」については、高松市
に引き継ぐ。

　高松市には、同種の施設がない。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　「道の駅　香南楽湯」については、高松市
に引き継ぐものとし、管理運営方法につい
ては、現行のとおりとする。

（所在地）　香南町大字横井９９７番地２

問　　題　　点　　・　　課　　題
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　該当なし。 四国自然歩道管理業務

（概要）

（委託料）
　65,500円
（運営形態）

直営

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　香川県からの四国自然歩道管理業務の
受託については、高松市が引き継ぐ。

　香川県からの四国自然歩道管理業務の
受託については、高松市が引き継ぐ。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 自然歩道管理事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　高松市は、市内にある四国自然歩道に
ついて、香川県から委託を受けていない。

　香川県から委託を受け、年２回、四国自然遊歩道
のパトロール及び清掃活動を実施している。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

１　自然歩道管理
事業

問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　施設概要 （名称） 　該当なし。
　高松競輪場
(敷地面積）
　８６，３４２．３１㎡
（競走路）
　１周　４００ｍ
（収容人員）
　１４，２２６人

　・中央スタンド１階　　３，００３人
　・中央スタンド２階　　　　９１８人
　・西スタンド　　　　　　８，１７５人
　・北スタンド　　　　　　２，１３０人

　（投票及び払戻関係）
　　　投票所数　　７か所（窓数　１５９）……最大
　　　払戻所数　　６か所（窓数　　２７）……最大

２　開催日数 １５年度実績　　２４６日
（内訳）
　○本場開催日数　　７０日
　○場外開催日数
　　・観音寺競輪　　　７０日 　高松市の制度を適用する。
　　・その他の競輪　１０６日　

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１２　商工・観光関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 競輪運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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協議第４０号資料 
 

「「農農林林水水産産関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 

財 産 区 事 務 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

水 田 農 業 構 造 改 革 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・４６～４７ 

麦 生 産 振 興 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

農 業 団 体 育 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・４９～５１ 

園 芸 団 体 育 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・５２～５４ 

有 害 鳥 獣 駆 除 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

森 林 組 合 等 育 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

さ ぬ き 農 村 ふ れ あ い 特 区 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

農 林 施 設 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・５８～６９ 

水 産 振 興 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・７０～７１ 

農 業 経 営 者 協 議 会 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 

土 地 改 良 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

土 地 改 良 区 等 運 営 補 助 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４ 

地 籍 調 査 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 

中 央 卸 売 市 場 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６ 
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　該当なし。
弦打財産区 弦打地区
雌雄島財産区 雌雄島地区
鬼無財産区 鬼無地区
香西財産区 香西地区
下笠居財産区 下笠居地区

弦打財産区管理会 7
雌雄島財産区管理会 7
鬼無財産区議会 14
香西財産区議会 12

下笠居財産区議会 14

・管理委員報酬　日額　　３，０００円
・議員報酬　　　　年額　６０，０００円
・費用弁償　　　　実費弁償（日額　５，１００円）
　　

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市議会の議員その他非常勤の職員の公
務災害補償等条例の例による。

３　管理委員・議
員の選任・選挙

４　委員等報酬・
費用弁償

５　管理委員の公
務災害補償

　高松市の制度を適用する。

S32.1.24 対　　　　　　応　　　　　　策
S32.1.24

S32.1.24

・財産区管理会の委員は、市長が選任する。
・財産区議会を設置している財産区は、公職選
挙法により選挙を行い、議員を選出している。

H10.4.1
H12.4.1

名称 設置日 定数

118.1
136.1

7.3
78.3

１　名称等 名称 区域 山林面積ha

99.0

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 問　　題　　点　　・　　課　　題香　　　　　　　南　　　　　　　町

２　機関

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　業

分　　　　類 財産区事務

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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対　　　　　　応　　　　　　策
・香南町が加入している、塩江・香川・香南地
域水田農業推進協議会については、合併時に
脱退する。
・集落実行組合長手当については、高松市の
制度に統一する。
・高松市の推進協議会の推進作物に香南町の
重点作物（青ネギ）を追加する。
・香南町が実施している景観作物推進事業に
ついては、合併年度及びこれに続く３年度に限
り、実施するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施している景観作物推進
事業については、合併年度及びこれに続く３年
度に限り、実施するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題
・両市町の地域水田農業推進協議会の組織に
差異がある。
・水田農業構造対策交付金について、香南町
では重点作物として青ネギを定め、推進してい
る。
・集落実行組合長手当について、積算方法及
び現地確認時報償に差異がある。
・高松市では、景観作物推進事業を実施して
いない。

分　　　　類 水田農業構造改革事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

1　地域水田農業
推進協議会

(名称)
　高松市地域水田農業推進協議会
(組織)
　高松市、農業関係団体及び各種農業関係者で構
成
　〔協議会員数１５名〕
(目的)
　地域における需要に応じた米の生産の推進を図る
とともに、水田農業構造改革交付金等の活用を通
じ、対策の推進、水田を活用した作物の産地づくりの
推進、担い手育成等に資する。
(水田農業構造改革交付金)
　麦、大豆、飼料作物、たばこ及び推進作物（９品
目）の作付け実績に応じた金額を交付する。

〔平成１６年度予算〕
　・産地づくり事業　　　　 １０５，４２４千円
　・特別調整促進加算　　　　１，７５０千円
　・麦大豆品質向上対策 　　３，９００千円
　・ 耕畜連携推進対策　 　　　　６５０千円

(名称）
　塩江・香川・香南地域水田農業推進協議会
(組織)
　塩江町、香川町、香南町及び農業関係団体等で
構成
　〔協議会員数 ２６名〕
(目的)
　高松市と同じ。

(水田農業構造改革交付金）
　麦、大豆、飼料作物、ソバ及び推進作物（７品目）
に対し交付する。また、香南町は重点作物として青ネ
ギを推進している。
〔平成１６年度予算〕
　・産地づくり事業　　　　　　　　１６，２２２千円
　・特別調整促進加算　　　　   　　　　８０千円
　・麦大豆品質向上対策　　       ４，１３４千円
　・耕畜連携推進対策　　　　　　　　 ２６０千円
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分　　　　類 水田農業構造改革事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名２４－１３　農林水産関係事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 産　　　　業

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
２　集落実行組合
長手当

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

(活動に対する報償)
　水田農業構造改革対策、実施計画の各農家への
配布・収集・配分計画取りまとめ等の活動に対して報
償を支給している。
(集落数)
　６３３　集落
(農家戸数)
　１０，１６１　戸
(積算方法)
　均等割（１０％）＋戸数割（５０％）＋面積割（４０％）
　　〔平成１５年度実績　３，４８１，５００円〕
(現地確認時報償)
　生産調整現地確認に同行する実行組合長、農業
委員に対し、確認地の筆数等から算出した報償を支
出している。
　　〔平成１５年度実績　１，８００，０００円〕

(活動に対する報償)
 　高松市と同じ。

(集落数)
 　６８集落
(農家戸数)
 　８１４戸
(積算方法)
 　５，０００円（一律）
　　〔平成１５年度実績　３４０，０００円〕
(現地確認時報償)
　生産調整現地確認に同行する実行組合長に対し、
一律（４，０００円）で報償を支出している。
　　〔平成１５年度実績　２７２，０００円〕

　該当なし。 （目的）
　転作田の景観作物としてコスモス種子代及び肥料
代に対し町単独で補助している。
（補助単価）
　１５円／㎡（コスモス種子代１０円、肥料代５円）
（補助額）
　４２７千円［平成１５年度実績］

３　景観作物推進
事業
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対　　　　　　応　　　　　　策

(目的）
 　香南町における麦作を促進し地域農業の振興を
図る。
(事業内容)
　麦の作付けが行われた水田を対象に、２，０００円/
１０aの補助金を交付する。
(対象面積)
　７９３１．５a〔平成１５年度実績〕
（補助額）
　１，５８７千円〔平成１５年度実績〕

　香南町が実施している麦作生産推進事
業については、合併年度及びこれに続く３
年度に限り、実施するものとする。

　目的及び事業内容に差異がある。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施している麦作生産
推進事業については、合併年度及びこれ
に続く３年度に限り、実施するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

1　麦作生産推進
事業

 
（目的）
　良質麦の計画的・安定的な生産及び生産性の向
上を図る。
（事業内容）
　麦種子更新経費に対し３０％の補助金を交付す
る。

（対象面積）
　１９３ha〔平成１５年度実績〕
（補助額）
　１，８０５千円〔平成１５年度実績〕

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 麦生産振興事業
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・生活研究グループ・農業後継者グループに差異が
ある。
・高松市では、農業担い手育成連絡協議会、農業
機械銀行、農業機械銀行推進協議会及び肉牛研
究会が設置されていない。
・酪農組合に差異がある。

分　　　　類 農業団体育成事業

１　生活研究グ
ループ

（名　称）
　生活研究グループ
（目　的）
　農山村型ライフスタイルの実現を目指し、生活向上
の学習活動・地域農林水産物の活用・担い手の能力
開発を行う。
（構　成）
　１２団体　　２３６名

（名　称）
　生活改善クラブ連絡協議会
（目　的）
　高松市と同じ。

（構　成）
　１０団体　　７２名

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　南　　　　　　町

２　農業後継者グ
ループ

（名　称）
　農業後継者クラブ香南町和光会
（目　的）
　農村青少年の活動を助長するとともに、会員相互の
連絡を密にし、地域農業の発展と会員の人格形成を
図る。
（構　成）
　１団体　　　９名

対　　　　　　応　　　　　　策

３　農業担い手育
成連絡協議会

（名　称）
　香川地区農業担い手育成連絡協議会
（目　的）
　香南、香川、塩江町内における近代的な農業経営を
担当するにふさわしい者の育成を図るため、農業の担
い手育成に関する総合的な企画、調整及び事業の推
進なども行い、もって地域農業の発展に寄与する。
（構　成）
　香川県農協香川支店、香南町、香川町、塩江町、各
町農業委員会、東讃農業改良普及センター
（補助額）
　９５千円〔１５年度実績〕

（名　称）
　農業後継者クラブ
（目　的）
　農業後継者相互の連絡、情報交換を行い農業経
営者の育成と農業経営の安定を図る。

（構　成）
　１１団体　　　１９６名

　該当なし。

　高松市の制度に統一する。
・香南町の生活改善クラブ連絡協議会は、高松市の
生活研究グループの構成団体として取り扱う。
・香南町の農業後継者クラブ香南町和光会は、高松
市の農業後継者クラブの構成団体として取り扱う。
・香南町が実施している農業担い手育成連絡協議
会、農業機械銀行、農業機械銀行推進協議会、酪
農組合及び肉牛研究会に対する補助については、
合併年度及びこれに続く３年度に限り、実施するも
のとする。
・香南町の由佐酪農組合員については、高松市の
ホルスタインクラブへの加入を促す。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施している農業担い手育成連
絡協議会、農業機械銀行、農業機械銀行推進協議
会、酪農組合及び肉牛研究会に対する補助につい
ては、合併年度及びこれに続く３年度に限り、実施
するものとする。
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調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農業団体育成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　南　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

４　農業機械銀行 　該当なし。 （名　称）
　香南町農業機械銀行
（目　的）
　香南町内の農業者から委託された農作業を受託し、
地域の農業生産の安定的増大を図るとともに、農業経
営の近代化に資する。
（補助額）
　運営補助　２００千円
　農作業受託補助　６８１千円
　　　〔平成１５年度実績〕
（構　成）
　受託者総数　　２１人

　該当なし。 （名　称）
　香川地区農業機械銀行推進協議会
（目　的）
　農作業の合理化を通じ、農業経営近代化に資する
ため、農業機械銀行の推進と、その円滑な運営を行
う。
（構　成）
　香川県農協香川支店、香南町、香川町、塩江町
（補助額）
　６，０００円〔平成１５年度実績〕

対　　　　　　応　　　　　　策
５　農業機械銀行
推進協議会
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分　　　　類 農業団体育成事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　南　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

６　酪農組合 （名称）
　高松市ホルスタインクラブ
（事業内容）
　乳用牛の改良についての研究、研修活動費に対し
助成する。
（構成）
　酪農家　８名
（補助額）
　１７０千円〔平成１５年度実績〕

（名称）
　香南町由佐酪農組合
（事業内容）
　高松市と同じ。

（構成）
　酪農家　８名
（補助額）
　３０千円〔平成１５年度実績〕

７　肉牛研究会 　該当なし。 （名称）
　香川県農協香川支部肉牛研究会
（事業内容）
　肉用牛の改良についての研究、研修活動費に対し
助成する。
（構成）
　肉牛農家　１２名
（補助額）
　３０千円〔平成１５年度実績〕

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

園芸団体育成事業

２　柑橘共同選果
場

（目的）
　果樹産地（特に柑橘）銘柄高揚のため、生産組織・
生産基盤の強化拡大を図る。
（組織）
　JA香川県
(補助額）
　３２５，０００円（平成１５年度実績）
（活動内容）
　柑橘代表者会の開催、柑橘品質調査の実施、産
地体質強化のための会議開催

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　該当なし。

分　　　　類

１　園芸特産振興
協議会

（目的）
　高松市内の園芸特産の振興・発展を図る。
（組織）
　JA香川県役職員、生産者、東讃農業改良普及セン
ター職員、市職員
(補助額）
　８００，０００円（平成１５年度実績）
（活動内容）
　共進会・品評会の開催、視察研修会の開催、展示
会（髙松市園藝展）の開催、市内園芸産物のPR活
動、農業体験事業の実施

対　　　　　　応　　　　　　策

・香南町では、園芸特産振興協議会、柑橘
共同選果場、植木盆栽センター、葉たばこ
共同施設利用組合、花卉研究会がない。
・高松市では、園芸生産組合がない。
・園芸振興共進会奨励事業、果樹産地整
備促進事業の補助額及び事業内容に差異
がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施している園芸生産
組合に対する補助、園芸振興共進会奨励
事業及び果樹産地整備促進事業について
は、合併年度及びこれに続く３年度に限り、
実施するものとする。

　該当なし。

高　　　　　　　松　　　　　　　市

３　植木盆栽セン
ター

（目的）
　盆栽植木の普及と品質向上による有利販売を図る
ため、盆栽祭り等を通じた盆栽産地を育成する。
（組織）
　香川県鬼無植木盆栽センター（盆栽生産者）
(補助額）
　４１０，０００円（平成１５年度実績）
（活動内容）
　鬼無盆栽植木まつりの開催、盆栽PR行事の実施

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施している園芸生産
組合に対する補助、園芸振興共進会奨励
事業及び果樹産地整備促進事業について
は、合併年度及びこれに続く３年度に限り、
実施するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　該当なし。
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２４－１３　農林水産関係事業 産　　　　業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策

園芸団体育成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　該当なし。

５　花卉研究会

６　園芸生産組合

（目的）
　地域や情勢に適した品種・品目を選定・導入し、特
色ある花卉産地の育成を図る。
（組織）
　高松市内の花卉生産者
(補助額）
　４９２，０００円（平成１５年度実績）
（活動内容）
　新品種導入試験、先進地視察研修

　該当なし。

分　　　　類

４　葉たばこ共同
施設利用組合

　該当なし。

（目的）
　香南町内の園芸特産の振興・発展を図る。
（組織）
　花き、ミニトマト、青ネギ、柿、桃、キュウリ、ブドウ、
イチゴの生産組合及び農業を考える会
（補助額）
　９０千円〔平成１５年度実績〕
(活動内容）
　各生産物の栽培研究及び研修会の開催

調　　　　　　整　　　　　　案

（目的）
　良質乾燥葉たばこの生産と乾燥経費の軽減を図
る。
（組織）
　葉たばこ生産者
(補助額）
　２４６，０００円（平成１５年度実績）
（活動内容）
　葉たばこ共同乾燥施設の運営
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（目的）
　ブドウ、柿、桃の各生産組合の共進会賞金として
５０千円を交付する。
（補助額）
　１５０千円〔平成１５年度実績〕

分　　　　類 園芸団体育成事業

協 定 項 目

８　果樹産地整備
促進事業

（目的）
　高松市独自の個性豊かな果樹産地づくりを推進
し、農家の経営安定を図る。
（事業内容）
　優良品種への改植、生産資材の導入等に対し市
単独の事業により補助金を交付する。
（補助率）
　３０％
（補助額）
　８１２千円〔平成１５年度実績〕

（目的）
　果樹農業の振興により農家経済の向上と安定を図
る。
（事業内容）
　ブドウ、柿、桃の栽培事業に対し町単独事業により
補助金を交付する。
（補助率）
　３０％
（補助単価）
　①　開墾と植栽　　５千円/１０a（ブドウ６千円/１０a）
　②　植栽　　　　　　２千円/１０a（ブドウ５千円/１０a）
　③　改植　　　　　　１/３の補助
（補助額）
　４７千円［平成１５年度実績］

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

香　　　　　　南　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 産　　　　業２４－１３　農林水産関係事業

７　園芸振興共進
会奨励事業

（目的）
　花き、ブドウ、ミカン等各共進会賞金として１０千円
を交付する。
（補助額）
　８０千円〔平成１５年度実績〕

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
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問　　題　　点　　・　　課　　題
１　補助事業

分　　　　類 有害鳥獣駆除事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　　南　　　　　　　　町

　高松市と同じ。 　高松市では、単独事業を実施していない。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

２　市・町単独事
業

　該当なし。

（目　的）
　イノシシ等による農林産物の被害を防除し、農林
業の保護と育成を図る。
（内　容）
　指定された期間中にイノシシまたはサルを捕獲し
たものに対し、1万円／頭（県 ５千円、市５千円）の
補助金を交付している。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
（目　的）
　イノシシ等から農林産物の被害を防除する。
（事業名）
　イノシシ等被害防止対策事業
（事業内容）
　農作物等に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲団体に対
し活動助成金を交付する。
（補助団体）
　香川県猟友会香川支部
（補助金額）
　上限　５０千円　〔平成１５年度実績　４７千円〕

　香南町が実施しているイノシシ等被害防
止対策事業については、合併年度及びこれ
に続く３年度に限り、実施するものとする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町が実施しているイノシシ等
被害防止対策事業については、合併年度
及びこれに続く３年度に限り、実施するもの
とする。
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４　補助額

１　補助団体

　６００，０００円　（平成１５年度実績）

　高松市の制度を適用する。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　香川東部森林組合の健全運営と、健全な森林づく
りのため、補助を実施している。

・森林組合作業班員確保対策補助
・森林巡視補助

３　内容

２　目的

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 森林組合等育成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　森林資源の培養と、山村地域の振興、森林の持つ
公益的機能を増進するため、東部森林組合の育成
を図る。

　香川東部森林組合 　該当なし。



- 57 - 

　

分　　　　類 さぬき農村ふれあい特区推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　該当なし。 （名称）
　さぬき農村ふれあい特区推進事業
（目的）
　都市住民の農業体験、その他農業・農村への理解を
促すグリーン・ツーリズムの推進と特区制度の活用によ
り農業生産法人の事業範囲を拡大し、地域農業の活
性化を図る。
（概要）
　都市住民との交流促進の核となる「香南アグリーム」
で実施している農畜産物の生産販売、農業用施設の
貸付、体験農園、農作業の受託、公園施設の管理業
務等に加え、体験農園でのイベント、メニューの拡充、
農園の拡大、収穫祭等多様な体験型グリーン・ツーリズ
ムの振興を図る。
（事業主体）
　香南町
（認定年月日）
　平成１５年１１月２８日

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　　南　　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

　高松市では、事業を実施していない。１　さぬき農村ふ
れあい特区推進
事業

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
　香南町が実施しているさぬき農村ふれあ
い特区推進事業については、高松市に引き
継ぐ。

　香南町が実施しているさぬき農村ふれあ
い特区推進事業については、高松市に引き
継ぐ。
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　該当なし。 （名称）

（目的）

（概要）
・

・ 敷地面積 １，８０４㎡
・ 延床面積 　　６３６㎡
・ 構造　　　　　　鉄筋コンクリート造平屋建
・

（設置時期）
　平成元年３月

　　
（使用料）
　目的内の使用　　　無料
　目的外の使用
　・多目的ホール　午前９時～午後５時　７，０００円
　・和室会議室　　 午前９時～午後５時　４，０００円
　・農事研修室　　 午後９時～午後５時　６，０００円

１　池西農村環境
改善センター

平成元年度農村総合整備モデル事業により設置

調　　　　　　整　　　　　　案

多目的ホール、和室会議室、農事研修室、調理
室

　香南町の農林施設については、高松市に
引き継ぐ。

　香南町の農林施設については、高松市に
引き継ぐ。
　ただし、産地形成等促進施設及び産地直
売所の管理運営方法については、現行のと
おりとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　　　池西農村環境改善センター

　　　地域住民の集会所、研修施設

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設



- 59 - 

（名称）

（目的）

（概要）
・ 平成５年度農村総合整備モデル事業により設置
・ 敷地面積 １，６０８㎡
・ 延床面積 　　５９１㎡
・ 構造 　　　　　鉄筋コンクリート造平屋建
・ 多目的ホール、研修室、調理室、事務室

（設置時期）
平成６年６月

（使用料）
目的内の使用 　無料

　該当なし。
　由佐農村環境改善センター

　地域住民の集会所、研修施設

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　目的外の使用
　多目的ホール　　午前９時～午後５時　８，０００円
　研　修　室     　　午前９時～午後５時　６，４００円

問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類

２　由佐農村環境
改善センター

香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業
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　該当なし。 （名称）

（目的）
　住民の農業経営・生活改善の研修、実践等
（概要）

・

・ 敷地面積 ３１８㎡
・ 延床面積 １２９㎡
・ 構造　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
・ 研修室、調理室

（設置時期）
昭和５８年３月

（使用料）
　　　目的内の使用　　無料

　 　　　　午前８時～午後　５時　３，０００円
　　　　午後６時～午後１１時　５，０００円

昭和５７年度農用地利用増進特別対策事業によ
り設置

　　　目的外の使用

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
３　吉光研修セン
ター

行政制度等現況調書・調整方針

　吉光研修センター

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況



- 61 - 

　該当なし。 （名称）

（目的）

（概要）
・

・ 敷地面積 ３５０㎡
・ 延床面積 　９４㎡
・ 構造　　　　　　　鉄骨造平屋建

（設置時期）
昭和５０年１２月

（使用料）
無料

　

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業

農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題
４　沖代共同作業
所

昭和５０年度農山漁村同和対策農業近代化施設
整備事業により設置

　沖代共同作業所〔香南町大字吉光〕

　共同農機具倉庫

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）
　香南アグリーム〔香南町大字岡〕
（目的）

（概要）
・ 敷地面積　４８，８０２㎡
・

・ リース施設（延床面積３，５６４㎡、鉄骨ハウス６棟）
・ ふれあい農園（総面積２，０００㎡、４０区画）
・ 体験農園（農園面積６，８００㎡）
・

（運営方法）

（事業費）

　　・施設管理委託料　　　　　　　　　５，９９７千円
　　・公園管理委託料　　　　　　　　　１，４４０千円
　　・ハウス施設管理委託料　　　　   ２，１６０千円
　　・ふれあい農園管理委託料　   　　　４００千円

生ゴミ堆肥舎（鉄骨造り平屋建、延床面積１０８
㎡）

　平成１３年４月に香南町、JA香川県、地元農家４名に
より設立した㈲香南町農業振興公社に運営を委託

　　９，９９７千円　［平成１５年度実績］

項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　南　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

５　産地形成等促
進施設

　地域農産物の生産、加工、販売、ハウス施設のリー
ス、ふれあい農園の利用促進、体験農園の実施、生ゴ
ミの堆肥化等により雇用拡大、地域住民の交流及び農
業活性化を図る。

対　　　　　　応　　　　　　策産地形成促進施設（鉄骨鉄筋コンクリート造２階
建、延床面積７９７㎡、工房、体験教室、展示販売
室）

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）
　香南朝市〔香南町大字横井〕
（目的）

（概要）

・

・ 敷地面積　１０８㎡
・ 延床面積　１０８㎡
・ 鉄骨プレハブ造平屋建、テント張り

（設置時期）
　平成１４年５月
（運営方法）
　㈲香南町農業振興公社に運営委託。

　消費者に対し、新鮮・安全・安心な農産物を安定的
に供給し、地産地消の推進と農家経営の安定を図る。

平成１４年度香川県グリーン・ツーリズム推進事業
により設置

行政制度等現況調書・調整方針

産　　　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題
６　産地直売所

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　南　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）

（目的）
　住民の農業経営・生活改善の研修・実践等
（概要）

・ 昭和５３年度農村基盤総合整備事業により設置

・ 敷地面積 １０９㎡
・ 延床面積 １０９㎡
・ 構造　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
・ 研修室、調理室

（設置時期）
　昭和５３年６月
（使用料）
　目的内の使用　無料

　岡集会所〔香南町大字岡〕

　目的外の使用
           午前８時～午後　５時　  ３，０００円
           午後６時～午後１１時　　５，０００円

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

７　岡集会所

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）

　　住民の農業経営・生活改善の研修・実践等
（概要）

・

・ 敷地面積 ８００　　㎡
・ 延床面積 １０４．５㎡
・ 構造　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
・ 研修室、調理室

（設置時期）
　　昭和５６年３月
（使用料）
　　目的内の使用　無料

　

昭和５５年度農業構造改善村落特別対策
事業により設置

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

８　原集会所

（目的）
　　原集会所〔香南町大字由佐〕

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　　目的外の使用
　　　　　       　 午前８時～午後５時　　３，０００円
　　　　　       　 午後６時～午後１１時　５，０００円
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　該当なし。 （名称）

（目的）
　住民の農業経営・生活改善の研修・実践等
（概要）

・

・ 敷地面積 ４８８㎡
・ 延床面積 １２４㎡
・ 構造　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
・ 研修室（２室）、調理室

（設置時期）
　　昭和５６年３月
（使用料）
　　目的内の使用　無料

　

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

９　西庄集会所
　西庄集会所〔香南町大字西庄〕

昭和５５年度農業構造改善村落特別対策事業に
より設置

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　　目的外の使用
　                   午前８時～午後　５時　 ３，０００円
                     午後６時～午後１１時　 ５，０００円
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　該当なし。 （名称）

（目的）
　住民の農業経営・生活改善の研修・実践等
（概要）

・

・ 敷地面積 ２９８㎡
・ 延床面積 １３４㎡
・ 構造　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建

　　・ 研修室、調理室
（設置時期）
　　昭和５７年７月
（使用料）
　　目的内の使用　無料

　

　横井集会所〔香南町大字横井〕

昭和５７年度農用地利用増進特別対策事業によ
り設置

　　目的外の使用
　                     午前８時～午後　５時　 ３，０００円
                       午後６時～午後１１時　 ５，０００円

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

１０　横井集会所

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）

（概要）
・ 昭和５７年度農村基盤総合整備事業により設置
・ 敷地面積 １，０２１㎡
・ 遊具４基、砂場

（設置時期）
　　昭和５７年４月
（使用料）
　　無料

　該当なし。 （名称）

（概要）
・ 平成７年度水環境整備事業により設置
・ 敷地面積 ７，４００㎡
・ 休憩所、親水護岸

（設置時期）
　　平成８年４月
（使用料）
　　無料

　中央農村公園〔香南町大字横井〕

１２　大上親水公園
　大上親水公園〔香南町大字由佐〕

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

１１　中央農村公
園

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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　該当なし。 （名称）

（概要）
・

・ 敷地面積 １，５００㎡
・ ゲートボール場　１面、ベンチ

（設置時期）
　　平成１０年４月
（使用料）
　　無料

　該当なし。 （名称）

（概要）
・ 平成１４年度地域用水環境整備事業により設置
・ 敷地面積 ６，０００㎡
・ 遊歩道、せせらぎ水路、渡り橋、休憩所

（設置時期）
　　平成１４年５月
（使用料）
　　無料

１４　月見ヶ原公園
　月見ヶ原公園〔香南町大字横井〕

１３　井原農村公
園 　井原農村公園〔香南町大字西庄〕

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

分　　　　類 農林施設

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

平成１０年度農村総合整備モデル事業により設
置
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１　重要稚仔放流
事業

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

（事業費）
　　１，９５３千円　(県１／２，市２／５の補助）

（内容）
　高松市瀬戸内漁業協同組合実施の放流事業に対
し補助金を交付する。

（目的）
　瀬戸内海漁業の振興を図るため、放流事業を実施
している。

　該当なし。

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 水産振興

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　高松市の制度を適用する。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　該当なし。

（放流魚種）
　べラ種苗１，３０３ｋｇ

（目　的）
　水産団体の事業活動の充実強化を図り、水産業の
振興を図る。

（団　体）
　高松市漁業協同組合連絡協議会
　高松地区海苔養殖研究会
　漁業後継者クラブ（５団体）
　高松地区底曳網協議会

（事業費）
　２，６１０千円

（内　容）
　水産団体の年間事業活動に対し２分の１以内を補
助している。

２　水産団体育成
事業
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　該当なし。（目的）
　沿岸漁業の振興を図るため、増養殖事業を実施し
ている。
（増養殖種等）
　【のり養殖冷凍予備網】
　　　２，８００ 枚　〔平成１５年度実績〕
　　事業主体：高松地区海苔養殖研究会

　【わかめ養殖種糸】
　　６２０ ｍ　〔平成１５年度実績〕
　　事業主体：女木島・男木島・下笠居漁業協同組合

　【あわび種苗】
　　１０，２００ 個　〔平成１５年度実績〕
　　事業主体：女木島・男木島漁業協同組合

　【くるまえび種苗】
　　１０ 万尾　〔平成１５年度実績〕
　　事業主体：高松地区底曳網協議会

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

調　　　　　　整　　　　　　案

３　水産増養殖事
業

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 水産振興

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目
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１　農業経営者
　　協議会 　香南町農業経営者協議会

　 　
　 　

　 　
　 　

　
　 　

（事　業）
　・会員相互の連絡強化

　 　・企業的農業経営の経営管理

　

（構　成）
　４３人
（補助金額）
　２３０千円　〔平成１５年度実績〕

　・その他
調　　　　　　整　　　　　　案

　香南町農業経営者協議会の活動に対す
る補助については、合併年度及びこれに続
く３年度について実施する。　 　

対　　　　　　応　　　　　　策
　香南町農業経営者協議会の活動に対す
る補助については、合併年度及びこれに続
く３年度について実施する。　

　香川県農業会議の呼びかけにより、香南町農業委
員会が事務局となり、認定農業者等企業的農業経営
をめざす経営者が結集、連携し農業青色申告を基
礎として地位の安定向上を図り、農業経営の健全な
発展を期することを目的に設立された協会の運営及
び活動に対し補助金を支出している。

　・企業的農業経営の確立、発展に必要な農政上の
　諸対策

　・企業的農業経営確立のための調査、研究、及び
　啓蒙普及

問　　題　　点　　・　　課　　題
　該当なし。 （名　称） 　香南町は、農業経営者協議会へ町単独

事業として補助している。

（目的及び経緯）

分　　　　類 農業経営者協議会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４-１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 農　業　委　員　会
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１　事業主体 　土地改良区（２９団体） 　香南町 ・事業主体に差異がある。

　共同施行体（１７団体）   土地改良区(３団体)

２　国・県等補助 　高松市土地改良事業補助規程及び実施要領に基 　香南町が事業主体となり、国・県の補助金の交付を
　　事業 づき、土地改良区等に対して補助金の交付をしてい 受け、条例に基づき地元負担金を徴収して実施して

る。 いる。

県営土地改良事業 県営土地改良事業
　事業の補助率 　事業の補助率
　国　４５～５５％　県　２５～３３％ 　国　５５%  県　３０%　町　１０%　地元　５%
　市　１２～２５％　地元　５％

団体営土地改良事業 団体営土地改良事業
　事業の補助率 　事業の補助率
　国　３０～５０％　県　１０～２５％ 　国　３０～５０%　県　２５～３３%
　市　２０～３０％　地元　５～１０％ 　町　２０～３０ %　地元　５～１０%

単独県費補助土地改良事業 単独県費補助土地改良事業
　事業の補助率 　事業の補助率
　県　５０％　市　２５～４５％　地元　５～２５％ 　県　５０%　町　２０～４７％　地元　３～３０% 　

３　市・町単独事業 　高松市土地改良事業補助規程及び実施要領に 　香南町土地改良事業補助条例及び施行規則に　

基づき、土地改良区等に対して補助金の交付をし 基づき、地元事業主体に対して補助金の交付をして

ている。 いる。

　事業の補助率 　事業の補助率

　市　８５～１００％　地元　０～１５％ 　町　４０～５０%　地元　５０～６０%

　高松市の制度に統一する。
　香南町が事業主体として、合併後も継続
する土地改良事業に限り、完了するまでの
間、現行の香南町の補助制度を適用し、高
松市が事業を実施するものとする。
　なお、香南町地域において、平成２０年度
末を目標として、香南町全域を受益地とす
る土地改良区の設立を促すものとする。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

・国・県等補助事業及び市・町単独事業に
差異がある。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　業

　高松市の制度に統一する。
　香南町が事業主体として、合併後も継続
する土地改良事業に限り、完了するまでの
間、現行のとおりとする。

分　　　　類 土地改良事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　土地改良区等 　管内２９土地改良区の育成指導及び土地改良区 　補助制度に差異がある。

運営補助事業 の統廃合の整備推進を目的とした高松市土地改良区

連合会に運営費補助として支出している。

平成１５年度　　　　３，０００，０００円 平成１５年度　　　　４００，０００円

　高松市の制度に統一する。　

　高松市の制度に統一する。
　香南町の土地改良区については、合併
時までに高松市土地改良区連合会への加
入を促すものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 土地改良区等運営補助制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　香南南部土地改良区に運営費補助金として支出し
ている。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　業
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１　調査事業 （目的） （目的） 　香南町には、修正マニュアルがない。

　国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に 　高松市と同じ
資するとともに、あわせて地籍の明確化を図る。

（実施期間） （実施期間）

昭和３９年～昭和５４年 昭和３２年～昭和４０年
調査済面積 １７３．５０K㎡ 全町実施済 １５．３１ｋ㎡

２　地籍管理 （地籍図の修正） （地籍図の修正）
　平成１１年度に作成した修正マニュアルに従い、 　修正マニュアルは作成していない。
修正登記の事務を行なっている。

　高松市の制度に統一する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　業

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

　香南町の地籍調査の成果を引き継ぐもの
とする。

地籍調査事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　施設 （名称） 　該当なし。
　高松市中央卸売市場（管理棟・青果棟・水産物
棟・加工水産物等棟・花き棟など)
(土地) 延べ:79,526㎡
（建物）
　・　管理棟 2,455㎡・青果棟　16,457㎡
　・　水産物棟　11,731㎡・加工水産物棟ほか

6,860㎡
　・　花き棟　　　　 3,306㎡
（概要）
　中央卸売市場は、野菜、果実、魚類、花き等の生
鮮食料品等の卸売のため開設される市場であって、
卸売場、駐車場その他生鮮食料品等の取引及び
荷さばきに必要な施設を設け開場している。

2　事業 (業務)
　卸売市場法、高松市中央卸売市場業務条例及び
同施行規則等に基づいて、施設の維持・管理と業務
の許認可をはじめ、適正な取引が行われるよう指導・
監督する。
(業者数) 　高松市の制度を適用する。
　・　青果部

卸業者　2・仲卸業者　18・売買参加者　84

　・　水産物部
卸業者　2・仲卸業者　16・売買参加者　118

　・　花き部
卸業者　1・仲卸業者　 1・売買参加者　173

　・　関連事業者
第1種関連事業者　6・第2種関連事業者　32

調　　　　　　整　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 中央卸売市場運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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協議第４２号資料 
 
 
 

「「学学校校教教育育事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 
 

公 立 学 校 管 理 業 務 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

学 校 給 食 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

奨 学 制 度 等 の 支 援 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 

保 護 者 負 担 軽 減 対 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・８１～８４ 

学 校 教 育 指 導 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

公 立 幼 稚 園 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 
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１　幼稚園 （施設数） １８　園 （施設数） １　園

（学級数） ７０　学級 （学級数） ２  学級

（園児数） １，９９１　人 （園児数） ５０ 人

２　小学校 （施設数） ４１　校 １　分校 （施設数） 1 校

（学級数） ①普通 （学級数） ①普通
②特殊 ②特殊

（児童数） ①普通 （児童数） ①普通
②特殊 ②特殊

３　中学校 （施設数） １８　校 （施設数） 1 校

（学級数） ①普通 （学級数） ①普通
②特殊 ②特殊

（生徒数） ①普通 （生徒数） ①普通
②特殊 ②特殊

４　高等学校 （施設数） １　校 　該当なし。 　香南町の公立学校については、高松市の
公立学校として引き継ぐ。

（学級数） ①普通科      ２４　学級 
②音楽科　　   ３　学級
③補習科        １　学級

（生徒数） ①普通科　　  ９６０　人
②音楽科        ９４　人
③補習科      　３７　人

※平成１６年５月１日現在

８学級
１学級

２３２人
　　　　４人

１２学級
１学級

４２３人
２人

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 公立学校管理業務

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

８，６３０　人

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

１８，２４２　人
　　　２１７　人

　　　７０　人

５７９　学級
　９１　学級

２４５　学級
　４０　学級
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　単独調理場２２ヶ所、共同調理場１７ヶ所において、  香南町立学校給食センターにおいて、幼稚園1園、 ・調理・配送方法、給食費、献立作成方法
市立小・中学校６０校（小学校４２校（分校１校を含む）小学校1校、中学校1校の給食調理をしている。 及び給食材料購入方法に差異がある。
中学校１８校）の給食調理をしている。 　職員が運搬車により配送・コンテナ洗浄等をして ・高松市では幼稚園給食を実施していな
　共同調理場から、関係する小・中学校２０校へ業者 いる。 い。
委託により給食の配送をしている。

２　給食費 （幼稚園） 該当なし。 （幼稚園） １９６　円／１食

（小学校） （小学校）
低学年 ２１０　円／１食 ２３２　円／１食
中学年 ２２５　円／１食
高学年 ２４０　円／１食

（中学校） ２６０　円／１食 （中学校） ２７１　円／１食

３　献立作成方法 　担当栄養職員が献立原案を作成し、献立原案作成 　栄養職員が献立原案を作成し、献立委員会で決定
部会において検討した後、献立委員会に諮り、献立 する。
が決定する。 〔献立委員会〕
　なお、献立原案作成部会や献立委員会は（財）高 （開催回数） 　１ 回／月
松市学校給食会が設置している。 （委員構成）
〔献立委員会〕 　教育長、幼稚園長、小・中学校給食主任教諭、
（開催回数） 　１ 回／月 栄養士、給食センター事務職員
（委員構成）
　学識経験者（医師）、小・中学校長（理事）、小・中
　学校PTA代表（理事）、学校栄養職員、調理員、教
　育委員会職員

４　給食材料購入 　決定した献立に基づいて、学校給食会が設置す 　決定した献立に従い、香南町学校給食物資納入
　　方法 る物資購入委員会において物資の確認等をした後、 契約に基づいて購入する。

学校給食会において一括購入する。
　なお、物資購入委員会は（財）高松市学校給食
会が設置している。

５　幼稚園給食 　該当なし。

分　　　　類 学校給食

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　香南町立学校給食センターで、小・中学校の給食
と同じ献立で調理している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域の学校給食及び幼稚
園給食については、香南町立学校給食セ
ンターにおいて、実施するものとし、給食配
送方法については、合併時までに調整す
る。

問　　題　　点　　・　　課　　題

１ 調理・配送方法

対　　　　　　応　　　　　　策

「※（財）高松市学校給食会が設置している給食費
検討委員会（小中学校長、保護者代表等で構成）に
おいて給食費を決定している。」

「※香南町立学校給食センター内に設置している学
校給食運営委員会（教育委員、幼小中学校長、各保
護者代表、学校医等で構成）において、給食費の審
議をしている。」

調　　　　　　整　　　　　　案

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域の学校給食及び幼稚
園給食については、香南町立学校給食セ
ンターにおいて、実施するものとする。
　給食配送方法については、合併時までに
調整する。
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１　奨学制度 （奨学金支給制度） 　該当なし。
① 支給対象

　    高松市に住所を有し、成績優秀かつ向学心の
　盛んな生徒で、家庭の経済的理由のため高等学
　校への進学が困難な者

② 支給金額 ９，０００　円／月
（高等学校等入学準備金貸付制度）

① 貸付対象
　　 高松市に住所を有し、高等学校等に入学を希
　望する者の保護者で、入学準備金の調達が困難
　な者

② 貸付限度額（無利子）
国・公立学校 １００，０００円以内
私立学校 １５０，０００円以内

③ 返還方法
　　６ヶ月据え置きの後、２５ヶ月以内の割賦弁済

２　要保護及び準 （学用品費、通学品費等） （学用品費、通学品費等）
　　要保護児童生 　国の基準で支給している。 　高松市と同じ。
　　徒就学奨励事 （学校給食費） （学校給食費）
　　業 　実費を支給している。 　高松市と同じ。

（修学旅行費） （修学旅行費）
　実費を支給している。 　高松市と同じ。
（市単独分） （町単独分）
　算数セット及び英和辞典等の新入学児童生徒学用 　該当なし。
品費（限度額あり）や集団宿泊学習費を支給している。

３　特殊教育児童・ 　学用品費、通学用品費等、要保護および準要保 　高松市と同じ。
　　生徒就学奨励 護児童生徒就学奨励費の半額を支給。ただし、通
　　事業 学費については実費を支給している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 奨学制度等の支援制度

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・香南町では、奨学制度がない。
・要保護及び準要保護児童生徒就学奨励
事業について、香南町では町単独分を支
給していない。
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１　就園奨励費補 （対象） （対象となる範囲）
　　助 　　市内に住所を有し、満３歳から小学校就学の始 　香南町立幼稚園に就園する４・５歳児の保護者で

　期に達するまでの者で、市民税が１０２，１００円以 下記の減免規程に該当する者
　下の世帯
（支給額） （支給額）

授業料等減免 減免限度額（円）
措置階層区分 （１人当たり年額） 生活保護世帯

市民税所得割額 当該年度に納付すべき
非課税世帯 市町村民税の所得割が
（生活保護世帯 第１子 非課税となる世帯
　を含む） 第２子

第３子
市民税非課税 第１子
世帯（生活保護 第２子
世帯を含む） 第３子
市民税所得割額 第１子
非課税世帯 第２子

第３子
市民税所得割額 第１子
8,800円以下 第２子

第３子
市民税所得割額 第１子
8,801円以上 第２子
102,100円以下 第３子

２　私立幼稚園就 （対象） 　該当なし。
　　園費補助 　　市内に住所を有し、満３歳から小学校就学の始 　※香南町では、私立幼稚園がない。

　期に達するまでの者で、市民税が１０２，１００円を
　超える世帯
（補助額）
　　年額２７，６００円。途中入園の場合は月割となる。

　該当なし。
　※香南町では、私立幼稚園がない。

私
立
幼
稚
園

減免することのできる世帯 減免する額

町
立
幼
稚
園

授業料の年額

62,400円
対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度に統一する。
ただし、香南町地域における
・運動部活動講師派遣事業については、現
行のとおりとする。
・クラブ・部活動等補助については、合併年
度は現行のとおりする。
・中学校新人・総合体育大会補助及び中学
校の学校行事等参加補助については、合併
年度及びこれに続く３年度に限り、現行のとお
りとする。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。
  ただし、香南町地域における
　運動部活動講師派遣事業については、現
行のとおりとする。
　クラブ・部活動等補助については、合併年
度は現行のとおりする。
　中学校新人・総合体育大会補助及び中学
校の学校行事等参加補助については、合併
年度及びこれに続く３年度に限り、現行のとお
りとする。

104,900

161,000

56,500
147,000
237,000

市
立
幼
稚
園

241,000

問　　題　　点　　・　　課　　題
・就園奨励費補助及び第３子以降の幼稚園
授業料等の軽減・助成制度に差異がある。
・香南町では、大学等教育資金融資制度利
用者利子補給制度を実施していない。
・児童生徒副読本支給の費用負担率、中学
校新人・総合体育大会補助及び学校行事等
参加補助に差異がある。
・高松市においては、クラブ・部活動等補助に
ついて実施していない。

分　　　　類 保護者負担軽減対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

137,700

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

20,000

176,000

253,000
196,000

42,000
64,000

私
　
立
　
幼
　
稚
　
園

246,000
80,400
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３　第３子以降の （対象） （対象）
　　幼稚園授業料 　　同一保護者が、現に養育している３人以上の児 　　扶養する１８歳未満の子が３人以上いる世帯で出
　　等の軽減・助 　童のうち、その出生の順番が第３位以降であり、満  生順位が第３位以降の子が就園している世帯。
　　成制度 　３歳から小学校就学の始期に達するまでの者 　　

（補助額） （補助額）
　　市民税の課税額により、６の階層に分け、就園奨 　　授業料の半額。ただし所得税が非課税世帯は
　励費の限度額を超えない金額 　　全額

４　児童生徒副読 （費用負担） 　高松市が負担 （費用負担）　　　保護者負担
　　本支給 （内容） （内容）

　・小学校１～６年生　「わたしたちの体育」、「道徳 　・小学校１～６年生　「わたしたちの体育」、「道徳
　　（なかよし・ともに生きる・わたしのいく道）」 　　（なかよし・ともに生きる・わたしのいく道）」
　・小学校３～４年生に「高松の今と昔」 　・中学校１～３年生に「道徳（かけがえのない君だ
　・中学校１～３年生に「道徳（かけがえのない君だ 　　から）」
　　から）」 　・中学校１～３年生に「特活（スクール・スクールラ

　　イフ）」
　・中学校１年生「保体(中学校体育実技)」

５　大学等教育資 　　金融機関から教育資金の融資を受けた保護者の 　該当なし。
　　金融資制度利 　経済的な負担を軽減するために、融資を受けた入
　　用者利子補給 　学資金に係る約定利子（利子の年間支払額）のう
　　制度 　ち年利１％相当額（限度額２万円）を一定期間利

　子補給する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

保護者負担軽減対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町項　　　　目

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 教　　　育

行政制度等現況調書・調整方針

調　　　　　　整　　　　　　案

部　 会 　名



- 83 - 

６　中学校新人・ （補助内容） （補助内容）
　　総合体育大会 　高松市中学校体育部に対し、大会に参加する生 　香南中学校体育部に対し、大会に参加する生

徒輸送費の保護者負担の軽減を図るため、補助金 徒輸送費の保護者負担の軽減を図るため、補助金
を交付している。補助金は、参加生徒輸送費支給 を交付している。
基準により、一部補助している。

（高松市中学校新人体育大会） （香川郡中学校新人体育大会）
　輸送費の一部を補助 　輸送費の全額を補助
（香川県中学校新人体育大会） （香川県中学校新人体育大会）
　補助なし 　輸送費の全額を補助
（高松市中学校総合体育大会） （香川郡中学校総合体育大会）
　輸送費の一部を補助 　輸送費の全額を補助
（香川県中学校総合体育大会） （香川県中学校総合体育大会）
　補助なし 　輸送費の全額を補助
（四国中学校総合体育大会） （四国中学校総合体育大会）
　交通費の全額を補助 　交通費・宿泊費の全額を補助
（全国中学校総合体育大会） （全国中学校総合体育大会）
　交通費の全額を補助 　交通費・宿泊費の全額を補助

7　学校行事等参 （小学校） （小学校）
　　加補助 　男木、女木小学校児童が体験学習の際に利用す 　該当なし。
　 る船賃を支給。また、菅沢分校の児童が学校行事等

で本校を往復する際のタクシー代を負担している。
（中学校） （中学校）
　男木中学校生徒が体験学習の際に利用する船賃 　学校行事及び体育部・文化部活動の参加に要
を支給。中学校体育部活動（新人・総体を除く）及び する経費は、保護者負担の軽減を図るため、交通
中学校文化部活動の大会参加に要する経費は， 費、宿泊費の全額補助している。
保護者負担している。

分　　　　類 保護者負担軽減対策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 教　　　育

香　　　　　　　南　　　　　　　町

部　 会 　名

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
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８　クラブ・部活動 　該当なし。 （クラブ活動補助）
　等補助事業 　・小学校

児童数×４００円

（部活動補助）
　・中学校

生徒数×５００円

９　運動部活動 （派遣種目） （派遣種目）
　　講師派遣事業 　柔道・剣道・なぎなた 　野球・サッカー・ソフトボール

（派遣対象）
　専門教員のいない中学校

分　　　　類 保護者負担軽減対策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

教　　　育
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１　教育用パソコン 　国の基準どおり、小中学校ともにパソコン教室は 　パソコン教室に４０台(１人１台)を達成。構内LAN
　　整備状況 児童生徒１人１台を達成し、校内ＬＡＮ関係では普 関係では普通教室・特別教室の整備を実施済み。

通教室２台特別教室６台の整備を実施済み。 中学校の図書室にはパソコン６台整備済み。
　小・中学校共に２０台のパソコンを普通教室及び特
別教室に配備し、LANに接続できるように整備済み。

２　英語指導助手 （配置状況） （配置状況）
　　派遣 　①市招致英語指導助手 　①町招致英語指導助手

５名を９中学校に配置 １名を中学校に配置
　②県招致英語指導助手

６名を９中学校に配置

（派遣回数） （派遣回数）
　① 小学校   ①　小学校　　

要請により、派遣 週２回
② 中学校   ②　中学校　　

３週間に約２回 週３回
③ 幼稚園   ③　幼稚園　　

該当なし。 週１回

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域における英語指導助
手派遣については、合併年度及びこれに
続く５年度に限り、現行のとおり実施するも
のとする。

　英語指導助手の配置状況、派遣回数に
差異がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域における英語指導助
手派遣については、合併年度及びこれに
続く５年度に限り、現行のとおり実施するも
のとする。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 学校教育指導

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町
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１　幼稚園授業料 　月額　　５，９００円 　月額　　５，２００円
　　の金額

２　幼稚園授業料 　幼稚園が保護者より、その月の１０日までに口座振 　幼稚園が保護者より、その月の２５日までに現金で
　　の納付方法、 替等で徴収。保護者より徴収した授業料をまとめて 徴収。保護者より徴収した授業料をまとめて幼稚園
　　納付時期 幼稚園が高松市に納入。 が香南町に納入。

３　幼稚園園児 　園児募集要項を定め、広報、ホームページの掲載 　園児募集要項を定め、広報、防災無線で周知する
　　募集 と各園に通知する。入園手続きは各園で実施する。 とともに、該当児の保護者宛に入園案内を送付し募

　募集定員を超えて応募の場合は、抽選会を実施 集する。
し、入園者を決定する。

４　定員 （３歳児） （３歳児）
　１クラス３５人まで、２５人を超えれば常勤講師を配 　受け入れしていない。
置する。
（４歳児） （４歳児）
　１クラス３５人 　１クラス３５人

（５歳児） （５歳児）
　１クラス３５人 　１クラス３５人

分　　　　類 公立幼稚園

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　学校教育事業 部　 会 　名 教　　　育

問　　題　　点　　・　　課　　題
・幼稚園授業料、授業料の納付方法、納付
時期、園児募集方法に差異がある。
・香南町では、３歳児を受け入れていない。

　高松市の制度に統一する。
ただし、香南町地域における
・幼稚園授業料については、合併年度は現
行のとおりとし、合併年度の翌年度から、４
年度目において高松市の授業料と同額に
なるように段階的に調整するものとする。
・幼稚園授業料の納付方法、納付時期に
ついては、合併年度は現行のとおりとし、合
併年度の翌年度から、高松市の制度に統
一する。
・幼稚園児の受け入れについては、現行の
とおりとする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香南町地域における
　幼稚園授業料については、合併年度は
現行のとおりとし、合併年度の翌年度から、
４年度目において高松市の授業料と同額に
なるように段階的に調整するものとする。
　幼稚園授業料の納付方法、納付時期に
ついては、合併年度は現行のとおりとし、合
併年度の翌年度から、高松市の制度に統
一する。
　幼稚園児の受け入れについては、現行の
とおりとする。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

 


